
復職⽀援連携室
のご案内

医療法⼈悠仁会
稲⽥クリニック・北浜クリニック

復職⽀援連携室のご紹介

当院に通院中の患者さんに対して、必要に
応じて復職のためのサポートを⾏っています。
当院ショートケアでのリワークプログラムと合わ
せて、休職中に課題となりやすい、休職者と
事業所とのコミュニケーションや情報共有の円
滑化をサポートします。
復職⽀援連携室の利⽤に関しては、費⽤
はかかりません（診断書や意⾒書など⽂書
発⾏料及び情報提供料を除く）。

連絡先・お問い合わせ
〒569-0071
⾼槻市城北町2-6-5 福本ビル４F
稲⽥クリニック
URL︓http://www.inada-clinic.com/
TEL︓072-662-6633
☆お電話の際は「復職⽀援連携室の件で」とお伝えください。
☆現在通院中の⽅は稲⽥クリニック、北浜クリニックの
どちらに通院中かお伝えください。

Mail︓renkei@inada-clinic.com

お問い合わせフォーム
http://www.inada-clinic.com/renkei.html

こんなことで困っていませんか︖

事業所から休職中の従業員に対して・・・

•産業保健スタッフがおらず、対応がわからない

•休職中の様⼦がわからない

•戻れる状態なのか診断書ではわからない

•もう少し詳しく様⼦を聞きたい

休職中の従業員から事業所に対して・・・

•休職中の会社への連絡はどうしたらいいの︖

•休んでいる間に何をしたらいいかわからない

•休職中の制度を知りたい

•復職して同じような状況にならないか不安

事業所・休職者間のやりとりを
より円滑にサポートします。



事業所・医療機関と復職⽀援連携室の連携イメージ図

当院でのサポートはすべて厚労省の職場復帰⽀援の⼿
引きに則って⾏っています。

・療養に⼊る⼿続きに関する説明(ステップ1)

・休業中の過ごし⽅に関する注意点の説明(ステップ1)

・休業中の従業員との連絡(ステップ1)

・傷病⼿当の提出期限等の管理(ステップ1)

・当院ショートケアでのリワークプログラムの提供(ステップ

1)

・職場復帰後の通院指⽰状況等の報告(ステップ5)

・リワークプログラムでのフォローアップ(利⽤者のみ) (ス
テップ5)

⼼の健康問題により休業した労働者の府職場復帰⽀援の⼿引き（厚
労省）における職場復帰⽀援の流れ
ステップ1︓病気休業開始及び休業中のケア
ステップ2︓主治医による職場復帰可能の診断
ステップ3︓職場復帰可否の判断及び職場復帰⽀援プランの作成
ステップ4︓最終的な職場復帰の決定
ステップ5︓職場復帰後のフォローアップ

Q.申し込みには何が必要︖

A. 受診状況や対象の従業員の⽅について
の情報提供を事業所に⾏う際には、当
該従業員の同意を得ることが必要となり
ます。そのため、利⽤申込書、情報提供
に係る同意書等の必要書類の記⼊・提
出をお願いいたします。
※診察内容についてはお答えできません。

当院リワークプログラムの紹介
 復職の回復ステップについての講義

 認知⾏動療法に基づく⾏動活性化

 復職後の再発予防の検討 など

☆当院のリワークプログラムについての問い合わせも
同様に復職⽀援連携室まで。

主なサポート内容（例）

Q.復職⽀援連携室について
詳しく知りたいのですが

A. お問い合わせは電話、メールもしくは
お問い合わせフォームをご利⽤ください。

お問い合わせフォーム

☆当サービスの運営は公認⼼理師（臨床⼼理⼠）、精神保健福祉⼠、
産業カウンセラー及びキャリアコンサルタントが⾏っております。
各専⾨スタッフが休養中や復職に関する適切なアドバイスを⾏います。

メール
renkei@inada-clinic.com


